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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置の表示ユニット上に設置される導電性フィルムであって、
　透明基体と、
　該透明基体の少なくとも一方の面に有する、複数の金属細線からなる導電部と、
を有し、
　前記導電部は、前記複数の金属細線からなるメッシュ状であって、異なる開口形状を有
する複数の開口部を持つ不規則配線パターンを有し、
　前記表示ユニットは、少なくとも３色の複数色の光を射出する複数の副画素を含む画素
が配列された画素配列パターンを有し、
　前記導電性フィルムは、前記不規則配線パターンと前記表示ユニットの前記画素配列パ
ターンとが重畳されるように、前記表示ユニットに設置されるものであり、
　前記不規則配線パターンを構成する前記１以上の金属細線が前記表示ユニットの副画素
の長手方向に延びる１本と見做せる連続する１本の線分からなり、該１本の線分が前記長
手方向に配列された１以上の副画素を前記長手方向に縦断している場合に、前記１本の線
分が縦断している１以上の縦断副画素の前記長手方向の合計長さを前記１本の線分の長さ
Ｌμｍとし、前記１以上の縦断副画素の合計面積をＳ、かつ前記１以上の縦断副画素内に
おいて前記１本の線分が占める面積の合計を線幅面積ＳＬとし、被覆率Ｃ％を下記式（１
）で表す場合、
　　Ｃ＝１００×ＳＬ／Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
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　前記不規則配線パターンは、
　前記１本の線分の長さＬをｘ座標となる横軸とし、被覆率Ｃをｙ座標となる縦軸をとす
るｘｙ２次元座標において、下記式（２）で表される線以下の領域内に含まれる前記１本
の線分となる前記１以上の金属細線によって構成されることを特徴とする導電性フィルム
。
　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．７、
　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．００５９５ｘ＋７．７
　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．００４７６ｘ＋７．４
　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２１４３ｘ＋１３．７
　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．９　　　　　　　　　　　　　…（２）
【請求項２】
　前記不規則配線パターンは、
　前記ｘｙ２次元座標において、下記式（３）で表される線以下の領域内に含まれる前記
１本の線分からなる前記１以上の金属細線によって構成される請求項１に記載の導電性フ
ィルム。
　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．６、
　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．００８３３ｘ＋８．０
　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．００２７８ｘ＋６．６
　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２４２１ｘ＋１４．７
　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．５　　　　　　　　　　　…（３）
【請求項３】
　前記不規則配線パターンは、
　前記ｘｙ２次元座標において、下記式（４）で表される線以下の領域内に含まれる前記
１本の線分からなる前記１以上の金属細線によって構成される請求項１に記載の導電性フ
ィルム。
　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．５、
　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．０１０７１ｘ＋８．３
　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．０００７９ｘ＋５．８
　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２６９８ｘ＋１５．７
　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．１　　　　　　　　　　　…（４）
【請求項４】
　前記領域は、前記１本の線分の長さＬが０μｍ超、７５６μｍ以下の領域である請求項
１～３のいずれか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項５】
　前記領域は、前記１本の線分の長さＬが８４μｍ以上、７５６μｍ以下の領域である請
求項１～４のいずれか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項６】
　　前記不規則配線パターンは、一方の方向及び前記一方の方向に垂直な方向に繰り返さ
れる単位となる単位不規則配線パターンから構成され、
　前記１本の線分は、前記単位不規則配線パターン毎に繰り返される繰り返し模様である
請求項１～５のいずれか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項７】
　前記繰り返し模様は、周期的に繰り返される直線模様である請求項６に記載の導電性フ
ィルム。
【請求項８】
　前記開口部の形状は、異なる２種類以上の開口形状であり、その頂点の数が２種類以上
となる多角形状である請求項１～７のいずれか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項９】
　前記開口部は、１つの平面領域にランダムに配置されたシード点を基準とするボロノイ
多角形又はドロネー三角形からなる請求項１～８のいずれか１項に記載の導電性フィルム
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。
【請求項１０】
　前記表示ユニットの表示画面に表示された各色の前記画素配列パターンの画像は、複数
色の光を各色毎に単独で前記副画素を点灯した場合に前記表示ユニットに表示されたもの
である請求項１～９のいずれか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項１１】
　前記複数色が、赤、緑及び青の３色である請求項１～１０のいずれか１項に記載の導電
性フィルム。
【請求項１２】
　前記導電部は、前記透明基体の片側の面に有する請求項１～１１のいずれか１項に記載
の導電性フィルム。
【請求項１３】
　前記導電部は、２つの配線部からなり、該２つの配線部は、前記透明基体の両側の面に
それぞれ有する請求項１～１１のいずれか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項１４】
　前記透明基体を第１の透明基体とする場合、さらに、前記第１の透明基体と異なる第２
の透明基体を有し、
　前記導電部は、２つの配線部からなり、
　該２つの配線部の一方の配線部は、前記第１の透明基体の一方の面に有し、
　前記２つの配線部の他方の配線部は、前記第１の透明基体の他方の面側であって、前記
第２の透明基体の一方の面に有する請求項１～１１のいずれか１項に記載の導電性フィル
ム。
【請求項１５】
　前記導電部は、２つの配線部からなり、
　該２つの配線部は、前記透明基体の片側に絶縁層を介してそれぞれ有する請求項１～１
１のいずれか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項１６】
　前記２つの配線部の前記複数の金属細線は、いずれも前記不規則配線パターンを構成す
るものである請求項１３～１５のいずれか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項１７】
　前記２つの配線部の一方の配線部の前記複数の金属細線は、前記不規則配線パターンを
構成するものであり、かつ
　他方の配線部の前記複数の金属細線は、規則性のある多角形の配線パターンを構成する
ものである請求項１３～１５のいずれか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項１８】
　前記２つの配線部の一方の配線部の前記複数の金属細線は、前記不規則配線パターンを
構成するものであり、かつ
　他方の配線部は、酸化インジウムスズで構成されるものである請求項１３～１５のいず
れか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項１９】
　前記２つの配線部の少なくとも一方の配線部は、電極部と非電極部とを備え、
　前記電極部及び前記非電極部の一方の前記複数の金属細線は、前記不規則配線パターン
を構成するものであり、かつ
　前記電極部及び前記非電極部の他方の前記複数の金属細線は、規則性のある多角形の配
線パターンを構成するものである請求項１３～１８のいずれか１項に記載の導電性フィル
ム。
【請求項２０】
　前記画素配列パターンは、ブラックマトリックスパターンである請求項１～１９のいず
れか１項に記載の導電性フィルム。
【請求項２１】
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　互いに異なる複数色の光を射出する複数の副画素を備える画素が一方の方向及び前記一
方の方向に垂直な方向に繰り返される画素配列パターンで配列されてなる表示ユニットと
、
　この表示ユニットの上に設置される、請求項１～２０のいずれか１項に記載の導電性フ
ィルムと、を備えることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電性フィルム、及びこれを備える表示装置に係り、詳しくは、表示装置と
の干渉によるノイズを抑制し、視認性に優れたメッシュ状配線パターンを持つ導電性フィ
ルム、及び表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置（以下、ディスプレイともいう）の表示ユニット上に設置される導電性フィル
ムとして、例えばメッシュ状配線パターン（以下、メッシュパターンともいう）を持つ金
属細線からなる導電膜を有するタッチパネル用の導電性フィルムや電磁波シールド用の導
電性フィルム等が挙げられる。
　このようなメッシュパターンでは、ディスプレイの画素配列パターン（例えば、ＲＧＢ
カラーフィルタの配列パターン、もしくはその反転パターンであるブラックマトリックス
（Black Matrix：以下、ＢＭともいう）パターンということができる）との干渉によるモ
アレの視認が問題となるため、モアレが視認されない、もしくは視認され難いランダムな
メッシュパターンが多数提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、金属で作製され、不規則多角形で構成されたランダムな不規則
メッシュを有する透明電極領域を備える金属メッシュ導電層を開示し、不規則メッシュで
構成された透明電極領域が液晶ディスプレイの表面に重畳されても、モアレの発生が防止
されることを開示している。
　このように、ボロノイ多角形、ドロネー三角形に代表されるランダムなメッシュパター
ンは、ディスプレイとの重畳の際に生じるモアレを抑止し、かつ、ディスプレイ解像度に
依存することなく視認性を向上させる効果があることは周知の事実である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－５１９１２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１では、透明電極領域の視認性を改善するために、金属製電極をラ
ンダムな不規則メッシュで構成し、ランダムなメッシュパターンとすることを提案してい
る。
　しかしながら、ランダムなメッシュパターンはディスプレイとの重畳により、多種のノ
イズを発生させ、パターン単体では、その視認性を向上させることは困難であるという問
題がある。
【０００６】
　また、上記特許文献１に開示のランダムな不規則メッシュを始めとして、ランダムなメ
ッシュパターンをタッチパネルとして機能させるためには、ランダムなメッシュパターン
の電子データを元にしてセンサーフィルムを作成するプロセスが必要である。例えば、Ｃ
ＡＤ（computer aided design）やイラストレータ（登録商標）で作成したランダムなパ
ターン情報を読み込み、露光、リソグラフィ、印刷プロセスを通して、センサーフィルム
を作成する。ランダムなメッシュパターンを、ベクトルデータで持つ場合、適用するディ
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スプレイのサイズが大きくなればなるほど、電子データの容量が増加し、データの取り扱
いが困難になるケースがある。そこで、ランダムなメッシュパターンを小さな領域で作成
し、それを繰り返すことで、データ容量の増加を抑える取り組みが挙げられる。
【０００７】
　しかしながら、このような場合、繰り返し構造が原因となって、視認性が悪化するとい
う問題があることが分かっている。このランダムなメッシュパターン小片の繰り返しによ
る視認性悪化の例として、図２５に繰り返し模様が視認される例を示す。例えば、ランダ
ムパターンの小片で作成した場合、何ら制約条件を設けなければ、図２５に示すような繰
り返し模様が目立ち、視認されやすいという問題がある。ここで、図２５は、ランダムな
メッシュパターンの撮像画像であり、繰り返された視認性の局所悪化部分が丸印で囲まれ
ている。この丸印で囲まれた視認性の局所悪化部分において、黒のドットのつながりが、
悪化した箇所で、残りの箇所は均一なノイズを示す。
　このため、ランダムなメッシュパターン小片の繰り返しによる視認性悪化を防ぐため、
ランダムなメッシュパターン電子データの作成時に、制約を設ける必要がある。即ち、視
認性を向上させるための、ディスプレイとランダムなパターンの組み合わせを規定するこ
とが重要になる。
【０００８】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消し、表示ユニット（ディスプレイ）との
組み合わせにおいて視認されるノイズの発生を抑制し、視認性を向上させることができる
ランダム（不規則）なメッシュ状配線パターン（メッシュパターン）を有する導電性フィ
ルム、及びこれを備える表示装置を提供することにある。
　本発明は、特に、ディスプレイの赤（Ｒ）、黄（Ｇ）、青（Ｂ）サブピクセルの開口が
それぞれ異なる周波数・強度を持つ場合のランダムなメッシュパターンの設計において、
モアレは勿論のこと、更にノイズが視認されない、もしくは視認され難い最良の画質を提
供することができるディスプレイとメッシュパターンとの組み合わせとすることができる
ランダムなメッシュパターンを持つ導電性フィルム、及びこれを備える表示装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様に係る導電性フィルムは、表示装置の
表示ユニット上に設置される導電性フィルムであって、透明基体と、透明基体の少なくと
も一方の面に有する、複数の金属細線からなる導電部と、を有し、導電部は、複数の金属
細線からなるメッシュ状であって、異なる開口形状を有する複数の開口部を持つ不規則配
線パターンを有し、表示ユニットは、少なくとも３色の複数色の光を射出する複数の副画
素を含む画素が配列された画素配列パターンを有し、導電性フィルムは、不規則配線パタ
ーンと表示ユニットの画素配列パターンとが重畳されるように、表示ユニットに設置され
るものであり、不規則配線パターンを構成する１以上の金属細線が表示ユニットの副画素
の長手方向に延びる１本と見做せる連続する１本の線分からなり、１本の線分が長手方向
に配列された１以上の副画素を長手方向に縦断している場合に、１本の線分が縦断してい
る１以上の縦断副画素の長手方向の合計長さを１本の線分の長さＬμｍとし、１以上の縦
断副画素の合計面積をＳ、かつ１以上の縦断副画素内において１本の線分が占める面積の
合計を線幅面積ＳＬとし、被覆率Ｃ％を下記式（１）で表す場合、
　　Ｃ＝１００×ＳＬ／Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
　不規則配線パターンは、１本の線分の長さＬをｘ座標となる横軸とし、被覆率Ｃをｙ座
標となる縦軸をとするｘｙ２次元座標において、下記式（２）で表される線以下の領域内
に含まれる１本の線分からなる１以上の金属細線によって構成されることを特徴とする。
　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．７、
　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．００５９５ｘ＋７．７
　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．００４７６ｘ＋７．４
　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２１４３ｘ＋１３．７
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　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．９　　　　　　　　　　　…（２）
　即ち、不規則配線パターンは、ｘｙ２次元座標において、６つの座標（８４、６．７）
、座標（１６８、６．７）、座標（２５２、６．２）、座標（３７８、５．６）、座標（
５０４、２．９）、及び座標（７５６、２．９）を結ぶ線以下の領域、及び１本の線分の
長さＬが８４μｍ以下で被覆率Ｃが６．７％以下の領域内に含まれる１本の線分からなる
１以上の金属細線によって構成される。
【００１０】
　ここで、不規則配線パターンは、ｘｙ２次元座標において、下記式（３）で表される線
以下の領域内に含まれる１本の線分からなる１以上の金属細線によって構成されることが
好ましい。
　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．６、
　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．００８３３ｘ＋８．０
　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．００２７８ｘ＋６．６
　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２４２１ｘ＋１４．７
　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．５　　　　　　　　　　　…（３）
　即ち、不規則配線パターンは、ｘｙ２次元座標において、６つの座標（８４、６．６）
、座標（１６８、６．６）、座標（２５２、５．９）、座標（３７８、５．５）、座標（
５０４、２．５）、及び座標（７５６、２．５）を結ぶ線以下の領域、及び１本の線分の
長さＬが８４μｍ以下で被覆率Ｃが６．６％以下の領域内に含まれる１本の線分からなる
１以上の金属細線によって構成されることが好ましい。
【００１１】
　また、不規則配線パターンは、ｘｙ２次元座標において、下記式（４）で表される線以
下の領域内に含まれる１本の線分からなる１以上の金属細線によって構成されていても良
い。
　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．５、
　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．０１０７１ｘ＋８．３
　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．０００７９ｘ＋５．８
　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２６９８ｘ＋１５．７
　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．１　　　　　　　　　　　…（４）
　即ち、不規則配線パターンは、ｘｙ２次元座標において、６つの座標（８４、６．５）
、座標（１６８、６．５）、座標（２５２、５．６）、座標（３７８、５．５）、座標（
５０４、２．１）、及び座標（７５６、２．１）を結ぶ線以下の領域、及び１本の線分の
長さＬが８４μｍ以下で被覆率Ｃが６．５％以下の領域内に含まれる１本の線分からなる
１以上の金属細線によって構成されていても良い。
【００１２】
　また、領域は、１本の線分の長さＬが０μｍ超、７５６μｍ以下の領域であることが好
ましく、また、１本の線分の長さＬが８４μｍ以上、７５６μｍ以下の領域であることが
より好ましい。
　また、不規則配線パターンは、一方の方向及び一方の方向に垂直な方向に繰り返される
単位となる単位不規則配線パターンから構成され、１本の線分は、単位不規則配線パター
ン毎に繰り返される繰り返し模様であってもよいし、必ずしも繰り返す必要もない。
　また、繰り返し模様は、周期的に繰り返される直線模様であってもよい。
【００１３】
　また、開口部の形状は、異なる２種類以上の開口形状であり、その頂点の数が２種類以
上となる多角形状であることが好ましい。
　また、開口部は、１つの平面領域にランダムに配置されたシード点を基準とするボロノ
イ多角形又はドロネー三角形からなることが好ましい。
　また、表示ユニットの表示画面に表示された各色の画素配列パターンの画像は、複数色
の光を各色毎に単独で副画素を点灯した場合に表示ユニットに表示されたものであること
が好ましい。
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　また、複数色が、赤、緑及び青の３色であることが好ましい。
【００１４】
　また、導電部は、透明基体の片側の面に有することが好ましい。
　また、導電部は、２つの配線部からなり、２つの配線部は、透明基体の両側の面にそれ
ぞれ有することが好ましい。
　また、透明基体を第１の透明基体とする場合、さらに、第１の透明基体と異なる第２の
透明基体を有し、導電部は、２つの配線部からなり、２つの配線部の一方の配線部は、第
１の透明基体の一方の面に有し、２つの配線部の他方の配線部は、第１の透明基体の他方
の面側であって、第２の透明基体の一方の面に有することが好ましい。
　また、導電部は、２つの配線部からなり、２つの配線部は、透明基体の片側に絶縁層を
介してそれぞれ有することが好ましい。
【００１５】
　また、２つの配線部の複数の金属細線は、いずれも不規則配線パターンを構成するもの
であることが好ましい。
　また、２つの配線部の一方の配線部の複数の金属細線は、不規則配線パターンを構成す
るものであり、かつ他方の配線部の複数の金属細線は、規則性のある多角形の配線パター
ンを構成するものであることが好ましい。
　また、２つの配線部の一方の配線部の複数の金属細線は、不規則配線パターンを構成す
るものであり、かつ他方の配線部は、酸化インジウムスズで構成されるものであることが
好ましい。２つの配線部の合成配線パターンは、不規則配線パターンとなる。
　また、２つの配線部の少なくとも一方の配線部は、電極部と非電極部とを備え、電極部
及び非電極部の一方の複数の金属細線は、不規則配線パターンを構成するものであり、か
つ　電極部及び非電極部の他方の複数の金属細線は、規則性のある多角形の配線パターン
を構成するものであることが好ましい。
　また、画素配列パターンは、ブラックマトリックスパターンであることが好ましい。
【００１６】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の態様に係る表示装置は、互いに異な
る複数色の光を射出する複数の副画素を備える画素が一方の方向及び一方の方向に垂直な
方向に繰り返される画素配列パターンで配列されてなる表示ユニットと、この表示ユニッ
トの上に設置される、上記第１の態様の導電性フィルムと、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように、本発明によれば、表示ユニット（ディスプレイ）との組み合わせ
において視認されるノイズの発生を抑制し、視認性を向上させることができるランダム（
不規則）なメッシュ状配線パターン（メッシュパターン）を有する導電性フィルム、及び
これを備える表示装置を提供することができる。
　また、本発明によれば、特に、ディスプレイの赤（Ｒ）、黄（Ｇ）、青（Ｂ）サブピク
セルの開口がそれぞれ異なる周波数・強度を持つ場合のランダムなメッシュパターンの設
計において、モアレは勿論のこと、更にノイズが視認されない、もしくは視認され難い最
良の画質を提供することができるディスプレイとメッシュパターンとの組み合わせとする
ことができるランダムなメッシュパターンを持つ導電性フィルム、及びこれを備える表示
装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る導電性フィルムの一例を模式的に示す部分断面図
である。
【図２】図１に示す導電性フィルムの配線部の、ボロノイ多角形からなるランダムなメッ
シュ状配線パターンの一例を模式的に示す平面図である。
【図３】図２に示すランダムメッシュパターンを形成するボロノイ多角形を生成させるた
めに、１つの平面領域内に任意の間隔で発生させたシード点（ドット）を示すドット切り
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出し画像の一例の概略説明図である。
【図４】本発明の導電性フィルムの配線部のランダムなメッシュ状配線パターンの他の一
例を模式的に示す平面図である。
【図５】（Ａ）は、図４に示すランダムなメッシュ状配線パターンを形成する多角形を生
成させるために、１つの平面領域内に任意の間隔で発生させたシード点（ドット）を示す
ドット切り出し画像の一例の概略説明図であり、（Ｂ）は、（Ａ）に示すドット切り出し
画像のドッドの位置に菱形パターンを畳み込んだ菱形パターン画像の一例の概略説明図で
ある。
【図６】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、それぞれ本発明の導電性フィルムの配線部のラン
ダムなメッシュ状配線パターンの他の一例を模式的に示す平面図である。
【図７】図１に示す導電性フィルムの上側及び下側の配線部の配線パターンの重なりによ
る合成配線パターンの一例を模式的に示す平面図である。
【図８】本発明の他の実施形態に係る導電性フィルムの上側及び下側の配線部の配線パタ
ーンの重なりによる合成配線パターンの一例を模式的に示す平面図である。
【図９】本発明の他の実施形態に係る導電性フィルムの上側の配線部の配線パターンの一
例を模式的に示す平面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る導電性フィルムの一例の模式的部分断面図であ
る。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る導電性フィルムの一例の模式的部分断面図であ
る。
【図１２】本発明の第４の実施形態に係る導電性フィルムの一例の模式的部分断面図であ
る。
【図１３】本発明に係る導電性フィルムが適用される表示ユニットの一部の画素配列パタ
ーンの一例を表す概略説明図である。
【図１４】図１に示す導電性フィルムを組み込んだ表示装置の一実施例の概略断面図であ
る。
【図１５】（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ本発明に係る導電性フィルムが適用される表示
ユニットの一部の画素配列パターンの一例を表す概略説明図であり、（Ｂ）は、（Ａ）の
画素配列パターンの部分拡大図である。
【図１６】（Ａ）～（Ｃ）は、それぞれ本発明に適用される３つの副画素の形及び周期の
少なくとも１つが異なる画素配列パターンの構成単位の一例を示す概略説明図である。
【図１７】（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ図１３に示す表示ユニットの画素配列パターン
の画素中の３つの副画素の強度のばらつきの一例を模式的に示す説明図である。
【図１８】（Ａ１）～（Ｈ２）は、それぞれ解像度、形状及び強度が異なる表示ユニット
の画素配列パターンの代表副画素の２×２画素の繰り返し単位の一例を示す模式図である
。
【図１９】本発明の導電性フィルムのランダムなメッシュ状配線パターンを構成する金属
細線の連続する１本の線分が表示ユニットの画素配列パターンの１以上の副画素を縦断す
る場合の１本の線分の合計長さＬ及び被覆率Ｃのノイズが視認されない領域を分ける線を
示すグラフである。
【図２０】（Ａ）～（Ｄ）は、それぞれ導電性フィルムのランダムなメッシュ状配線パタ
ーンを構成する金属細線の連続する１本の線分が表示ユニットの画素配列パターンの１以
上の副画素上を通過する状態を示す模式図である。
【図２１】（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ本発明におけるシミュレーション実験に用いら
れた表示ユニットの画素配列パターンを示す概略説明図である。
【図２２】本発明におけるシミュレーション実験の結果を長さＬ，被覆率Ｃ及び劣化尺度
を３次元座標にプロットした立体図である。
【図２３】本発明におけるシミュレーション実験の結果を長さＬ及び被覆率Ｃで表す２次
元グラフである。
【図２４】本発明におけるシミュレーション実験の結果から求められた近似式を示すグラ



(9) JP 6511382 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

フである。
【図２５】従来技術において視認される繰り返し模様を示す概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明に係る導電性フィルム、及びこれを備える表示装置を添付の図面に示す
好適な実施形態を参照して詳細に説明する。
　本発明は、不規則なメッシュ状のランダムパターン（以下、ランダムメッシュパターン
という）とディスプレイ画素配列（ＢＭ）パターンの重畳で視認されるノイズを抑制する
ため、ディスプレイに組み合わせるためのランダムメッシュパターンを持つ導電性フィル
ムを提供するものである。
　ここで、本発明に用いられるランダムメッシュパターンとしては、ディスプレイ画素配
列（ＢＭ）パターンに対して、メッシュを構成し、ランダムメッシュパターンを構成する
１以上の金属細線がディスプレイの画素内の副画素（サブピクセル）の長手方向に延びる
１本と見做せる連続する１本の線分からなり、この１本の線分が長手方向に配列された１
以上の副画素を長手方向に縦断している場合に、１以上の副画素を縦断する連続する金属
細線の１本の線分の合計長さＬ（μｍ）、及び１以上の縦断副画素内において１本の線分
が占める面積の合計を線幅面積（合計面積）ＳＬとする場合、１以上の副画素を縦断する
線分の合計面積ＳＬと１以上の副画素の合計面積Ｓとの比（百分率）として下記式（１）
で表される被覆率Ｃ（％）によって制約された条件を備える不規則なメッシュパターンと
いうことができる。
　　Ｃ＝１００×ＳＬ／Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
【００２０】
　ところで、表示装置（ディスプレイ）とランダムメッシュパターンとの組み合わせにお
いて、図１９に実線で示すように、線分の長さＬ（μｍ）と被覆率Ｃ（％）とが、長さＬ
（μｍ）をｘ軸とし、被覆率Ｃ（％）をｙ軸とするｘｙ２次元座標において、図１９に実
線で示す所定の線以下の領域内の存在する組み合わせである場合、ランダムメッシュパタ
ーンの電子データを、所定の小片のランダムメッシュパターンの繰り返し電子データとし
て設計時のメモリコストの低減を図り、全体のランダムメッシュパターンを小片のランダ
ムメッシュパターンの繰り返しパターンとする本発明の導電性フィルムを作製し、ディス
プレイのＢＭパターンと本発明の導電性フィルムのランダムメッシュパターンを重畳して
も、ノイズは視認されることはない。したがって、本発明においては、ランダムメッシュ
パターンとして、上記のように定義できるが、ディスプレイのＢＭパターンの１以上の副
画素を縦断するランダムメッシュパターンの金属細線の連続する線分に起因する繰り返し
模様が視認されないようにするために、前述の連続する線分の長さＬ（μｍ）と被覆率Ｃ
（％）とに制約を設ける必要がある。
【００２１】
　ここで、繰り返し模様は、模様の長さとなる１以上の副画素を縦断する金属細線の連続
する１本の線分の長さＬ（μｍ）及び模様の強度となる被覆率Ｃ（％）に依存して視認さ
れる。従って、ランダムメッシュパターンとディスプレイが重畳されることを想定し、所
定の数値以上の繰り返し模様が生じないようにランダムパターンを定義する必要がある。
　そのため、本発明においては、ランダムメッシュパターンとディスプレイのＢＭパター
ンとの組み合わせにおいて、模様の長さとなる上記線分の長さＬ（μｍ）と模様の強度と
なる被覆率Ｃ（％）とが、ノイズが視認されない所定の範囲、又は領域内にある必要があ
る。なお、この所定範囲を明確にするため、シミュレーションによりその数値範囲を算出
している。
【００２２】
　本発明においては、このようなノイズが視認されないランダムメッシュパターンの上記
１本の線分の長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）の所定範囲とは、図１９に実線で示すグ
ラフの線以下の領域である。即ち、図１９に実線で示すような、ｘｙ２次元座標において
下記式（２）で表される線より下側の領域である。
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　　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．７、
　　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．００５９５ｘ＋７．７
　　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．００４７６ｘ＋７．４
　　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２１４３ｘ＋１３．７
　　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．９　　　　　　　　　　　…（２）
　なお、この領域は、後述する表４に最大値として示されるように、図１９に示すｘｙ２
次元座標において、６つの座標（８４、６．７）、座標（１６８、６．７）、座標（２５
２、６．２）、座標（３７８、５．６）、座標（５０４、２．９）、及び座標（７５６、
２．９）を結ぶ線以下の領域、及び１本の線分の長さＬが８４μｍ以下で被覆率Ｃが６．
７％以下の領域であるということができる。
　なお、ノイズが視認されないランダムメッシュパターンの上記の１本の線分の長さＬ（
μｍ）及び被覆率Ｃ（％）の数値範囲の詳細、及びこの数値範囲を算出するためのシミュ
レーションの詳細については後述する。
【００２３】
　以下では、本発明に係る導電性フィルムについて、タッチパネル用の導電性フィルムを
代表例として説明する。本発明は、これに限定されず、透明基体の両側に配置される、も
しくは片側に絶縁層を介して配置される配線パターンの内、少なくとも一方が、不規則性
が付与された多角形状のセル（開口部）からなるランダムなメッシュ状配線パターン（ラ
ンダムメッシュパターン）を持つ配線部を有するものであり、表示装置の様々な発光強度
の表示ユニット上に設置される導電性フィルムであれば、どのようなものでも良い。例え
ば、電磁波シールド用の導電性フィルム等であっても良いのはもちろんである。
　なお、本発明に係る導電性フィルムが重畳される表示装置の表示ユニットとしては、特
に制限的ではないが、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）、
プラズマディスプレイ（ＰＤＰ：Plasma Display Panel）、有機エレクトロルミネッセン
ス（有機ＥＬ）（ＯＥＬ：Organic Electro-Luminescence）を利用した有機ＥＬ（発光）
ダイオード（ＯＬＥＤ：Organic Light Emitting Diode）や有機ＥＬディスプレイ（ＯＥ
ＬＤ：Organic Electro-Luminescence Display）、無機ＥＬ（Electro-Luminescence）デ
ィスプレイ、電子ペーパ等を挙げることができる。
【００２４】
　なお、詳細は後述するが、本発明の導電性フィルムの重畳される表示装置の表示ユニッ
ト（以下、ディスプレイともいう）は、互いに異なる少なくとも３色、例えば、赤（Ｒ）
、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）の３色を含む複数色の光を射出する複数の副画素を含む画素の画
素配列パターン（以下、ＢＭパターンともいう）で配列されてなり、その発光強度（輝度
）のよる各副画素（カラーフィルタ）の輝度（明度）を、導電性フィルムの重畳によるノ
イズの視認性の評価において考慮できるものであれば、特に制限的ではない。上記表示ユ
ニットは、例えば、従来のように、副画素（カラーフィルタ）の繰り返し周期及び強度（
形状、サイズ）、即ち副画素配列パターン（副画素の形状及びサイズ、周期））がＲＧＢ
等の複数色において全て同じであり、Ｇ副画素で代表させることができるＢＭパターンを
持つ表示ユニットであっても良い。また、上記表示ユニットは、前述したＯＥＬＤのよう
に、複数色において全て同じでない、即ち、少なくとも２つの色について異なる副画素配
列パターンを含むＢＭパターンを持つ表示ユニットであっても良い。
　また、本発明の対象となる表示装置のディスプレイは、高解像度スマートフォンやタブ
レット端末等のように、発光強度の高いディスプレイであっても良いし、低解像度のデス
クトップパソコンやテレビ（ＴＶ）等のように、発光強度の低いディスプレイであっても
良いし、中解像度ノートブック等のように、発光強度の中程度のディスプレイであっても
良い。
【００２５】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る導電性フィルムの一例を模式的に示す部分断面
図であり、図２は、それぞれ、図１に示す導電性フィルムの配線部の配線パターンの一例
を模式的に示す平面図である。
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　これらの図に示すように、本実施形態の導電性フィルム１０は、表示装置の表示ユニッ
ト上に設置されるもので、表示ユニットのブラックマトリックス（ＢＭ：Black Matrix）
に対してノイズの発生の抑止の点で優れた配線パターン、特に、ＢＭパターンに重畳した
際にＢＭパターンに対してノイズの視認性の点で最適化された配線パターンを持つ導電性
フィルムであり、透明基体１２と、透明基体１０の一方の面（図１中上側の面）に形成さ
れ、複数の金属製の細線（以下、金属細線という）１４からなり、第１電極部となる第１
配線部１６ａと、第１配線部１６ａの略全面に、金属細線１４を被覆するように、第１接
着層１８ａを介して接着された第１保護層２０ａと、透明基体１０の他方の面（図１中下
側の面）に形成され、複数の金属製の細線１４からなり、第２電極部となる第２配線部（
電極）１６ｂと、第２配線部１６ｂの略全面に第２接着層１８ｂを介して接着された第２
保護層２０ｂとを有する。
　なお、以下では、第１配線部１６ａ及び第２配線部１６ｂを総称する際には単に配線部
１６といい、第１接着層１８ａ及び第２接着層１８ｂを総称する際には単に接着層１８と
いい、第１保護層２０ａ及び第２保護層２０ｂを総称する際には単に保護層２０という。
【００２６】
　透明基体１２は、絶縁性を有し、かつ透光性が高い材料からなり、例えば、樹脂、ガラ
ス、シリコン等の材料を挙げることができる。樹脂としては、例えば、ＰＥＴ（Polyethy
lene Terephthalate）、ＰＭＭＡ（Polymethyl methacrylate）、ＰＰ（polypropylene）
、ＰＳ（polystyrene）等が挙げられる。
　金属細線１４は、波線の形状をなし、導電性の高い金属製の細線であれば特に制限的で
はなく、例えば、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）又は銅（Ｃｕ）の線材等からなるものを挙げる
ことができる。金属細線１４の線幅は、視認性の点からは細い方が好ましいが、例えば、
３０μｍ以下であれば良い。なお、タッチパネル用途では、金属細線１４の線幅は０．１
μｍ以上１５μｍ以下が好ましく、１μｍ以上９μｍ以下がより好ましく、２μｍ以上７
μｍ以下がさらに好ましい。
【００２７】
　配線部１６（１６ａ，１６ｂ）は、本発明の導電部を構成するものであり、メッシュ状
に配列したメッシュ配線２１（２１ａ，２１ｂ）によって形成される配線パターン２４（
２４ａ，２４ｂ）を持つ波線形状の複数の金属細線１４を有する。配線パターン２４（２
４ａ，２４ｂ）は、詳細には、図２に示すように、複数の金属細線１４同士を互いに交差
させて形成された所定のランダム形状、例えばランダムな多角形状の開口部（セル）２２
（２２ａ，２２ｂ）が配列されたメッシュパターンである。
　配線部１６（１６ａ及び１６ｂ）は、図２に示すように、金属細線１４と、隣接する金
属細線１４間の開口部（セル）２２（２２ａ及び２２ｂ）によるランダムなメッシュ形状
の配線パターン２４（２４ａ及び２４ｂ）とを有する配線層２８（２８ａ及び２８ｂ）か
らなる。配線パターン２４ａ及び２４ｂは、複数の金属細線で形成される開口部がランダ
ムな多角形とからなることで不規則性が付与された配線パターン、即ちランダムメッシュ
パターン２５ａである。このランダムメッシュパターン２５ａは、金属細線１４によって
形成される開口部２２の形状が異なっていれば、異なる２種類以上の開口形状であっても
良いし、その頂点の数が１種類以上となるランダムな多角形状となるものであっても良く
、また、どのようなランダムメッシュパターンであっても良い。
【００２８】
　なお、図１に示す例においては、配線パターン２４は、配線パターン２４ａ及び２４ｂ
として、図２に示すようランダムメッシュパターン２５ａを有するものである。
　ここで、図２に示す不規則性が付与された配線パターンであるランダムメッシュパター
ン２５ａは、図３に示すような１つの平面領域１００内において任意の間隔で複数の位置
に存在する複数のシード点ｐを基準としてボロノイ図（ボロノイ分割法）に従って決定さ
れたボロノイ多角形からなる開口部２２を持つ配線形状を有する。
　図３は、図２に示すランダムメッシュパターンを形成するボロノイ多角形を生成させる
ために、１つの平面領域１００内において任意の間隔で無作為に選択された複数の位置に
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ドットを発生させて複数のシード点ｐとしたドット切り出し画像を示す。
　図２に示すランダムメッシュパターン２５ａにおいては、ボロノイ図（ボロノイ分割法
）に従って図３に示す複数のシード点ｐをそれぞれ囲繞する複数のランダムな多角形の領
域、すなわち複数のボロノイ多角形の領域がそれぞれ画定されている。ここで、ボロノイ
図により区画された複数のボロノイ多角形の領域は、シード点ｐが最も近接する点である
点の集合体であることを示している。ここで、距離関数としてユークリッド距離を用いた
が、種々の関数を用いてもよい。
【００２９】
　なお、本発明において用いられるランダムメッシュパターンとして、図３に示す複数の
シード点を基準として、ドロネー図（ドロネー三角形分割法）に従って決定されたドロネ
ー三角形からなる開口部２２を持つ配線形状を有するランダムメッシュパターン（図示せ
ず）を用いても良い。ドロネー三角形分割法とは、複数のシード点ｐのうち、隣接するシ
ード点同士を繋いで三角形状の領域を画定する方法である。これにより、例えば、複数の
シード点のいずれかを頂点とする複数のドロネー三角形の領域をそれぞれ画定することが
できる。
　また、本発明において用いられるランダムメッシュパターンとしては、上記のボロノイ
多角形やドロネー三角形等の開口部（セル）の形状を持つランダムメッシュパターンに限
定されず、ランダムメッシュパターンであれば、どのようなものであっても良い。
　例えば、菱形などの正多角形の規則的な定型パターンを数％、例えば１０％以下ランダ
ム化したランダムメッシュパターン等であっても良い。なお、このようなランダムメッシ
ュパターンには、正多角形の規則的な定型パターンのピッチのみランダム化したものや、
角度のみをランダム化したものは含まない。
　このような異方性を有するランダムメッシュパターンとしては、例えば、図４に示すよ
うなランダムメッシュパターンを挙げることができる。
【００３０】
　図４に示すようなランダムメッシュパターンは、周波数ピーク強度も指向性も強い規則
的な定型メッシュパターン（以下、定型パターンともいう）と、周波数ピーク強度も指向
性も弱いボロノイ多角形やドロネー三角形等の開口部（セル）の形状を持つランダムメッ
シュパターン（以下、代表して単にボロノイランダムパターンともいう）との中間の指向
性のあるランダムパターンである。
　ここで、図４に示す異方性ランダムメッシュパターン２５ｂは、開口部２２の開口形状
の原図形が菱形であり、開口部２２の開口重心が平均値で数％、例えば５％程度、好まし
くは、１０％～１５％、より好ましくは、１５％～２０％ばらついているもので、以下の
ようにして作製することができる。
【００３１】
　先ず、図４に示すように、１つの平面領域１１０内において、菱形などの閉空間の重心
となる点として、任意の間隔で無作為に選択された複数の位置、例えば乱数等を用いて任
意の間隔で複数の位置にシード点（ドット）ｐを配置したドット切り出し画像１１２を作
製する。なお、予め平面領域１１０内に規則的にドッドを配置しておき、そのドット間の
間隔を、標準偏差等を用いて３６０度任意の方向にずらすことにより、シード点ｐを配置
しても良い。
　次に、図５（Ｂ）に示すように、平面領域１１０内に配置された、図５（Ａ）に示すシ
ード点ｐの位置に開口部２２となる菱形パターン１１４を、隣接する菱形パターン１１４
が互いに離間し、両者の間に境界領域１１６が存在するように、畳み込んで、菱形パター
ン画像１１８を作製する。図示例では、シード点ｐに菱形パターン１１４を畳み込んでい
るが、本発明は菱形に限定されず、正三角形、二等辺三角形等の三角形、正方形、長方形
（矩形）、平行四辺形等の四角形、正五角形等の五角形、正六角形等六角形などの正多角
形を含む多角形であっても良い。
【００３２】
　次に、図５（Ｂ）に示す菱形パターン画像１１８の境界領域１１６を細線化するために
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、細線化処理、例えばmathworks社製 matlabの細線化処理を実施する。
　ここで、細線化処理は、境界領域１１６の縁部のピクセルを除去することにより境界領
域１１６を収縮させ、菱形パターン１１４の縁部にピクセルを除去することにより菱形パ
ターン１１４を膨張させることを繰り返して、同一線幅の細線となるように細線化する。
　こうして、図４に示すランダムメッシュパターン２５ｂを形成することができる。
　このような形状の金属細線１４は、銀などの金属層をエッチング等の公知方法により、
容易に形成することができる。
　なお、異方性を有するランダムメッシュパターンとしては、原図形が図５（Ｂ）に示す
菱形１１４である図４に示すランダムメッシュパターン２５ｂに加え、例えば、原図形が
図５（Ｂ）に示す菱形１１４とは異なる菱形である図６（Ａ）に示すランダムメッシュパ
ターン２５ｃ、原図形が六角形である図６（Ｂ）に示すランダムメッシュパターン２５ｄ
、原図形が平行四辺形である図６（Ｃ）に示すランダムメッシュパターン２５ｅ等も上げ
ることができる。
　なお、以下では、図２に示すランダムメッシュパターン２５ａを代表例として説明する
が、図４、並びに図６（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）に示すランダムメッシュパターン２５ｂ
、２５ｃ、２５ｄ、及び２５ｅも同様に適用可能なことは勿論である。
【００３３】
　なお、詳細は、後述するが、本発明の導電性フィルム１０は、上側及び下側の配線パタ
ーン２４ａ及び２４ｂの合成配線パターン２４とした場合にも、表示ユニットのＢＭパタ
ーンの所定の明度（明度画像データ）に対しても、ノイズ視認性の点で最適化されたラン
ダムメッシュパターンを持つものであっても良い。なお、この場合には、所定の明度のＢ
Ｍパターンに対してもノイズ視認性の点で最適化された配線パターンとは、合成配線パタ
ーン２４とした場合にも、所定の明度のＢＭパターンに対しても、ノイズが人間の視覚に
知覚されない１又は２以上の１群の配線パターンを言う。なお、ノイズの視認性とは、本
明細書では、ノイズが視認できない程度をいう。
　したがって、図２に示すランダムメッシュパターン２５ａは、合成配線パターン２４と
した場合にも、表示ユニットのＢＭパターンの所定の明度（明度画像データ）に対しても
、ノイズ視認性の点で最適化されたランダムメッシュパターンであり、ランダムメッシュ
パターン２５ａの透過率画像データが上側及び下側の配線パターン２４ａ及び２４ｂとし
て重ねあわされた合成配線パターン２４の合成画像データと、ディスプレイの複数色の光
をそれぞれ点灯した場合の各色のＢＭパターンの明度画像データとから求められるノイズ
の評価指標が所定評価閾値以下となるランダムメッシュパターンであり、それ自体で、所
定発光強度のディスプレイの表示画面に重畳して、十分にノイズの発生を抑制でき、視認
性を向上させることができる、表示ユニットの所定の明度のＢＭパターンに対してノイズ
視認性の点で最適化されたランダムメッシュパターンであるということもができる。
【００３４】
　なお、このような最適化されたランダムメッシュパターン２５ａには、開口部２２を構
成する金属細線１４の辺（メッシュ配線２１）に断線(ブレーク)が入っていてもよい。こ
のようなブレークのあるメッシュ状配線パターンの形状としては、本出願人の出願に係る
特願２０１４－５５３０８２号明細書に記載の導電性フィルムのメッシュ状配線パターン
の形状を適用することができる。
【００３５】
　図１に示す実施の形態の導電性フィルム１０では、図１中、透明基体１２の上側（観察
側）の第１配線部１６ａの複数の金属細線１４も、下側（ディスプレイ側）の第２配線部
１６ｂの複数の金属細線１４も、図２に示す不規則性が付与されたランダムメッシュパタ
ーン２５ａをそれぞれ配線パターン２４ａ及び２４ｂとして有し、図７に示すように、上
下の不規則性が付与された配線パターン２４ａ及び２４ｂの重ね合わせによる不規則性が
付与された合成配線パターン２４を構成する。なお、図７及び後述する図８では、理解し
やすいように、上側の配線パターン２４ａを構成する複数の金属細線１４を太線で、下側
の配線パターン２４ｂを構成する複数の金属細線１４を細線で示しているが、太線及び細
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線の幅は、金属細線１４の線幅を表すものではないことは勿論であり、同じであっても、
異なっていても良い。
【００３６】
　即ち、図１に示す例では、第１及び第２の配線部１６ａ及び１６ｂを、共に、図２に示
すような不規則性が付与されたランダムメッシュパターン２５ａを持つ複数の金属細線で
構成しているが、本発明はこれに限定されず、いずれか一方の配線部１６の少なくとも一
部に図２に示す不規則性が付与されたランダムメッシュパターン２５ａを持つ複数の金属
細線を有していればよい。
　このように、導電性フィルムの上側又は下側の配線部１６（配線部１６ａ又は１６ｂ）
の全部又は一部の金属細線を不規則性が付与（ランダム化）されたランダムメッシュパタ
ーン２５ａで構成することにより、両配線部１６の配線パターンの重ね合わせによって合
成されたメッシュ状配線パターンをランダム化して、メッシュ状配線パターンを透過して
くる光をランダムにすることができ、配線パターンとディスプレイの干渉によるノイズ視
認性を改善することができる。
【００３７】
　例えば、図８に示すように、第１及び第２の配線部１６ａ及び１６ｂを、異なる配線パ
ターンを持つ複数の金属細線で構成しても良い。図８に示す例では、透明基体１２の上側
の第１配線部１６ａを、図２に示す不規則性が付与されたランダムメッシュパターン２５
ａを持つ複数の金属細線１４で構成し、透明基体１２の下側の第２配線部１６ｂを、菱形
形状の開口部からなる規則的な定型パターン２７を持つ複数の金属細線１４で構成してい
るが、逆に、第１配線部１６ａを、定型パターン２７を持つ複数の金属細線１４で、第２
配線部１６ｂを、ランダムメッシュパターン２５ａを持つ複数の金属細線１４で構成して
も良い。こうして、ランダムメッシュパターン２５ａと規則的な定型パターン２７との重
ね合わせによる合成配線パターンに不規則性を付与することができる。
【００３８】
　又は、図９に示すように、第１及び第２の配線部１６ａ及び１６ｂの少なくとも一方の
複数の金属細線１４を、上述したように、断線（ブレーク）によって、配線層２８を構成
する電極部１７と、ダミー電極部（非電極部）２６とに分断し、電極部１７及びダミー電
極部２６のいずれか一方を、図２に示すランダムメッシュパターン２５ａを持つ複数の金
属細線１４で構成し、他方を、規則的な定型パターン２７（図８参照）を持つ複数の金属
細線１４で構成して、後述する図１０に示すような本発明の第２の実施形態の導電性フィ
ルム１１のような形態としても良い。こうして、ランダムメッシュパターン２５ａ及び規
則的な定型パターン２７の組み合わせと、ランダムメッシュパターン２５ａ又は定型パタ
ーン２７との重ね合わせによる合成配線パターン、又はランダムメッシュパターン２５ａ
及び定型パターン２７の組み合わせ同士の重ね合わせによる合成配線パターンに不規則性
を付与することができる。
　なお、図９においては、透明基体１２の上側の第１配線部１６ａを断線（ブレーク）に
よって電極部１７ａと、その両側の２つのダミー電極部２６に分断し、２つのダミー電極
部２６を図２に示すランダムメッシュパターン２５ａを持つ複数の金属細線１４で構成し
、電極部１７ａを、規則的な定型パターン２７を持つ複数の金属細線１４で構成している
が、逆でも良いのはもちろんである。
【００３９】
　なお、図７、図８及び図９等に示す例においては、第１配線部１６ａ及び第２配線部１
６ｂの両方を複数の金属細線１４で構成しているが、本発明は、これに限定されず、一方
の配線部を、複数の金属細線１４の代わりに、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide：酸化インジウ
ムスズ（スズドープ酸化インジウム））等の透明導電膜によるパターン化された配線で構
成しても良い。この場合には、他方の配線部の配線パターンが合成配線パターンとなる。
　例えば、図８に示す例やその逆の例などにおいては、第１配線部１６ａ及び第２配線部
１６ｂの一方の規則的な定型パターン２７を持つ複数の金属細線１４の代わりに、ＩＴＯ
によるパターン化された配線を用いても良い。
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　また、図９に示すように、第１配線部１６ａ及び第２配線部１６ｂの一方が、断線（ブ
レーク）によって電極部１７ａとその両側の２つのダミー電極部２６に分断され、電極部
１７ａ及びダミー電極部２６の一方がランダム化された配線パターンを持つ複数の金属細
線１４で構成されている場合には、他方の配線部を構成する複数の金属細線１４の代わり
に、ＩＴＯによるパターン化された配線を用いても良い。
　なお、図１０に示す本発明の第２の実施形態の導電性フィルム１１の構造については、
後述する。
【００４０】
　上述したように、第１保護層２０ａは、第１配線部１６ａの金属細線１４を被覆するよ
うに、第１接着層１８ａによって第１配線部１６ａからなる配線層２８ａの略全面に接着
されている。また、第２保護層２０ｂは、第２配線部１６ｂの金属細線１４を被覆するよ
うに、第２接着層１８ｂによって第２配線部１６ｂからなる配線層２８ｂの略全面に接着
されている。
　ここで、接着層１８（第１接着層１８ａ及び第２接着層１８ｂ）の材料としては、ウェ
ットラミネート接着剤、ドライラミネート接着剤、又はホットメルト接着剤等が挙げられ
るが、第１接着層１８ａの材質と第２接着層１８ｂの材質とは、同一であってもよいし、
異なってもよい。
　また、保護層２０（第１保護層２０ａ及び第２保護層２０ｂ）は、透明基体１２と同様
に、樹脂、ガラス、シリコンを含む透光性が高い材料からなるが、第１保護層２０ａの材
質と第２保護層２０ｂの材質とは、同一であってもよいし、異なってもよい。
【００４１】
　第１保護層２０ａの屈折率ｎ１及び第２保護層２０ｂの屈折率ｎ２は、いずれも、透明
基体１２の屈折率ｎ０に等しいか、これに近い値であるのが好ましい。この場合、第１保
護層２０ａに対する透明基体１２の相対屈折率ｎｒ１及び第２保護層２０ｂに対する透明
基体１２の相対屈折率ｎｒ２は、共に１に近い値となる。
　ここで、本明細書における屈折率は、波長５８９．３ｎｍ（ナトリウムのＤ線）の光に
おける屈折率を意味し、例えば樹脂では、国際標準規格であるＩＳＯ　１４７８２：１９
９９（ＪＩＳ　Ｋ　７１０５に対応）で定義される。また、第１保護層２０ａに対する透
明基体１２の相対屈折率ｎｒ１は、ｎｒ１＝（ｎ１／ｎ０）で定義され、第１保護層２０
ｂに対する透明基体１２の相対屈折率ｎｒ２は、ｎｒ２＝（ｎ２／ｎ０）で定義される。
　ここで、相対屈折率ｎｒ１及び相対屈折率ｎｒ２は、０．８６以上１．１５以下の範囲
にあればよく、より好ましくは、０．９１以上１．０８以下である。
　なお、相対屈折率ｎｒ１及び相対屈折率ｎｒ２の範囲をこの範囲に限定して、透明基体
１２と保護層２０（２０ａ、２０ｂ）との部材間の光の透過率を制御することにより、ノ
イズの視認性をより向上させ、改善することができる。
【００４２】
　図１に示す実施の形態の導電性フィルム１０では、透明基体１２の上側及び下側の両側
の配線部１６（１６ａ及び１６ｂ）は、いずれも複数の金属細線１４を備える電極部とな
っているが、本発明はこれに限定されず、第１及び第２配線部１６ａ及び１６ｂの少なく
とも一方を電極部と非電極部（ダミー電極部）とによって構成しても良い。
　図１０は、本発明の第２の実施形態に係る導電性フィルムの一例を示す模式的部分断面
図である。なお、図１０に示す本第２の実施形態の導電性フィルムの配線パターンの平面
図は、図２、図４、図６（Ａ）～図６（Ｃ）、図７及び図８に示す配線パターンの平面図
と同様であるのでここでは省略する。
【００４３】
　同図に示すように、本第２の実施形態の導電性フィルム１１は、透明基体１２の一方（
図１０の上側）の面に形成された第１電極部１７ａ及びダミー電極部２６からなる第１配
線部１６ａと、透明基体１２の他方（図１０の下側）の面に形成された第２電極部１７ｂ
からなる第２配線部１６ｂと、第１電極部１７ａ及びダミー電極部２６からなる第１配線
部１６ａの略全面に第１接着層１８ａを介して接着された第１保護層２０ａと、第２電極
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部１７ｂからなる第２配線部１６ｂの略全面に第２接着層１８ｂを介して接着された第２
保護層２０ｂとを有する。
【００４４】
　導電性フィルム１１においては、第１電極部１７ａ及びダミー電極部２６は、それぞれ
複数の金属細線１４からなり、共に、透明基体１２の一方（図１０の上側）の面に配線層
２８ａとして形成され、第２電極部１７ｂは、複数の金属細線１４からなり、透明基体１
２の他方（図１０下側）の面に配線層２８ｂとして形成されている。ここで、ダミー電極
部２６は、第１電極部１７ａと同様に、透明基体１２の一方（図１０の上側）の面に形成
されるが、図示例のように、他方（図１０の下側）の面に形成された第２電極部１７ｂの
複数の金属細線１４に対応する位置に同様に配列された複数の金属細線１４からなる。
【００４５】
　ダミー電極部２６は、第１電極部１７ａと所定間隔だけ離間して配置されており、第１
電極部１７ａと電気的に絶縁された状態下にある。
　本実施形態の導電性フィルム１１においては、透明基体１２の一方（図１０の上側）の
面にも、透明基体１２の他方（図１０の下側）の面に形成されている第２電極部１７ｂの
複数の金属細線１４に対応する複数の金属細線１４からなるダミー電極部２６を形成して
いるので、透明基体１２の一方（図１０の上側）の面での金属細線による散乱を制御する
ことができ、電極視認性を改善することができる。
【００４６】
　ここで、配線層２８ａの第１電極部１７ａ及びダミー電極部２６は、金属細線１４と開
口部２２によるメッシュ状の配線パターン２４ａとを有する。また、配線層２８ｂの第２
電極部１７ｂは、第１電極部１７ａと同様に、金属細線１４と開口部２２によるメッシュ
状の配線パターン２４ｂを有する。上述したように、透明基体１２は絶縁性材料からなり
、第２電極部１７ｂは、第１電極部１７ａ及びダミー電極部２６と電気的に絶縁された状
態下にある。
　なお、第１、第２電極部１７ａ、１７ｂ及びダミー電極部２６は、それぞれ図１に示す
導電性フィルム１０の配線部１６と同様の材料で同様に形成することができる。
【００４７】
　なお、第１保護層２０ａは、第１配線部１６ａの第１電極部１７ａ及びダミー電極部２
６のそれぞれの金属細線１４を被覆するように、第１接着層１８ａによって第１電極部１
７ａ及びダミー電極部２６からなる配線層２８ａの略全面に接着されている。
　また、第２保護層２０ｂは、第２配線部１６ｂの第２電極部１７ｂの金属細線１４を被
覆するように、第２接着層１８ｂによって第２電極部１７ｂからなる配線層２８ｂの略全
面に接着されている。
　なお、図１０に示す導電性フィルム１１の第１及び第２接着層１８ａ及び１８ｂ、並び
に第１及び第２保護層２０ａ及び２０ｂは、図１に示す導電性フィルム１０と同様である
ので、その説明は省略する。
【００４８】
　なお、本実施形態の導電性フィルム１１では、第２電極部１７ｂを備える第２配線部１
６ｂは、ダミー電極部を有していないが、本発明はこれに限定されず、第２配線部１６ｂ
において、第１配線部１６ａの第１電極部１７ａに対応する位置に、第１電極部１７ａか
ら所定間隔だけ離間して、第２電極部１７ｂと電気的絶縁された状態下にある、金属細線
１４からなるダミー電極部を配置しても良い。
　本実施形態の導電性フィルム１１においても、上記第１配線部１６ａにダミー電極部２
６ａを設け、また、第２配線部１６ｂにこのようなダミー電極部を設けることにより、第
１配線部１６ａの第１電極部１７ａと第２配線部１６ｂの第２電極部１７ｂの各メッシュ
配線を対応して配置することができるので、透明基体１２の一方（例えば、図１０の上側
又は下側）の面での金属細線による散乱を制御することができ、電極視認性を改善するこ
とができる。
【００４９】
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　図１及び図１０に示す第１及び第２の実施形態の導電性フィルム１０及び１１では、透
明基体１２の上側及び下側の両側に、それぞれ配線部１６（１６ａ及び１６ｂ）が形成さ
れているが、本発明はこれに限定されず、図１１に示す本発明の第３の実施形態の導電性
フィルム１１Ａのように、透明基体１２の一方の面（図１１中上側の面）に複数の金属細
線１４からなる配線部１６を形成し、配線部１６の略全面に、金属細線１４を被覆するよ
うに、接着層１８を介して保護層２０を接着した導電性フィルム要素を２つ重ねる構造と
しても良い。
　図１１に示す本発明の第３の実施形態の導電性フィルム１１Ａは、図１１中、下側の透
明基体１２ｂと、この透明基体１２ｂの上側面に形成された複数の金属細線１４からなる
第２配線部１６ｂと、第２配線部１６ｂ上に第２接着層１８ｂを介して接着される第２保
護層２０ｂと、第２保護層２０ｂ上に、例えば接着剤等により接着されて配置される上側
の透明基体１２ａと、この透明基体１２ａの上側面に形成された複数の金属細線１４から
なる第１配線部１６ａと、第１配線部１６ａ上に接着層１８ａを介して接着される保護層
２０ａとを有する。
　ここで、第１配線部１６ａ及び又は第２配線部１６ｂの金属細線１４の少なくとも一方
の全部又は一部は、図２に示す不規則性が付与されたランダムメッシュパターン２５ａで
ある。
【００５０】
　図１、図１０及び図１１に示す第１、第２及び第３の実施形態の導電性フィルム１０、
１１及び１１Ａでは、透明基体１２、または１２ａの上側及び下側の両側に、それぞれ配
線部１６（１６ａ及び１６ｂ）が形成されているが、本発明はこれに限定されず、図１２
に示す本発明の第４の実施形態の導電性フィルム１１Ｂのように、透明基体１２の一方の
面（図１２中上側の面）のみに複数の金属細線１４からなる配線部１６を形成し、配線部
１６の略全面に、金属細線１４を被覆するように、接着層１８を介して保護層２０を接着
した一層配線構造の単層配線パターンとしても良い。
　ここで、配線部１６の金属細線１４は、図２、図４、図６（Ａ）、図６（Ｂ）、及び図
６（Ｃ）にそれぞれ示すランダムメッシュパターン２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄ、お
よび２５ｅのいずれかである。
【００５１】
　上述した本発明の第１、第２、第３及び第４の実施形態の導電性フィルム１０、１１、
１１Ａ及び１１Ｂは、例えば、図１３に模式的に示す表示ユニット３０（ディスプレイ）
のタッチパネル（４４：図１４参照）に適用されるが、ディスプレイの各色の画素配列（
ＢＭ）パターンに対して、単層配線パターン、又は合成配線パターンが、ノイズ視認性の
点で優れた不規則配線パターンを持つものである。
　ここで、本発明においては、ランダムメッシュパターンとディスプレイのＢＭパターン
との組み合わせにおいて、繰り返し模様によるノイズの視認性を決める２つの要因である
、１以上の副画素を縦断する金属細線の連続する線分の長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％
）は、上述したように、繰り返し模様（ノイズ）が視認されない数値範囲を表わす図１９
に示すグラフの線の下側の領域にある必要がある。なお、この数値範囲の詳細及びその算
出のためのシミュレーションについては、後述する。
　本発明の導電性フィルムは、基本的に以上のように構成される。
【００５２】
　図１３は、本発明の導電性フィルムが適用される表示ユニットの一部の画素配列パター
ンの一例を模式的に表す概略説明図である。
　図１３にその一部を示すように、表示ユニット３０には、複数の画素３２がマトリクス
状に配列されて所定の画素配列パターンが構成されている。１つの画素３２は、３つの副
画素（赤色副画素３２ｒ、緑色副画素３２ｇ及び青色副画素３２ｂ）が水平方向に配列さ
れて構成されている。１つの副画素は垂直方向に縦長とされた長方形状とされている。画
素３２の水平方向の配列ピッチ（水平画素ピッチＰｈ）と画素３２の垂直方向の配列ピッ
チ（垂直画素ピッチＰｖ）は略同じとされている。つまり、１つの画素３２とこの１つの
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画素３２を囲むブラックマトリクス（ＢＭ）３４（パターン材）にて構成される形状（網
掛けにて示す領域３６を参照）は正方形となっている。また、１つの画素３２のアスペク
ト比は１ではなく、水平方向（横）の長さ＞垂直方向（縦）の長さとなっている。
【００５３】
　図１３から明らかなように、複数の画素３２の各々の副画素３２ｒ、３２ｇ及び３２ｂ
によって構成される画素配列パターンは、これらの副画素３２ｒ、３２ｇ及び３２ｂをそ
れぞれ囲むＢＭ３４のＢＭパターン３８によって規定され、表示ユニット３０と導電性フ
ィルム１０又は１１とを重畳した場合に発生するノイズは、表示ユニット３０のＢＭ３４
のＢＭパターン３８と導電性フィルム１０、１１、１１Ａ、又は１１Ｂの配線パターン２
４との干渉によって発生するので、厳密には、ＢＭパターン３８は、画素配列パターンの
反転パターンであるが、ここでは、同様のパターンを表すものとして扱う。
【００５４】
　上記したＢＭ３４によって構成されるＢＭパターン３８を有する表示ユニット３０の表
示パネル上に、例えば、導電性フィルム１０、１１、１１Ａ、又は１１Ｂを配置する場合
、導電性フィルム１０、１１、又は１１Ａ、１１Ｂの配線パターン２４（配線パターン２
４ａと２４ｂの合成配線パターン）は、配線パターン２４ａと２４ｂとの少なくとも一方
がランダムメッシュパターン２５ａであり、又は導電性フィルム１１Ｂの配線パターン２
４は、単層配線パターン２４であり、ＢＭ（画素配列）パターン３８に対してノイズ視認
性の点で最適化され、ノイズが視認されないものとなっているので、画素３２の配列周期
と、導電性フィルム１０、１１、１１Ａ、又は１１Ｂの金属細線１４の配線配列との間に
おける空間周波数の干渉が弱まり、ノイズの発生が抑制され、ノイズの視認性に優れたも
のとなる。以下では、導電性フィルム１０を代表例として説明するが、導電性フィルム１
１、１１Ａ、又は１１Ｂでも同様である。
　なお、図１３に示す表示ユニット３０は、液晶パネル、プラズマパネル、有機ＥＬパネ
ル、無機ＥＬパネル等の表示パネルで構成されても良く、その発光強度は、解像度に応じ
て異なるものであって良い。
【００５５】
　本発明に適用可能なディスプレイのＢＭパターン及びその発光強度は、特に制限的では
なく、従来公知のいかなるディスプレイのＢＭパターン及びその発光強度であっても良い
が、例えば、図１５（Ａ）及び（Ｂ）、並びに図１６（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）に示すよ
うな、ＯＬＥＤ等のＲＧＢの各色の周期や強度が異なるものであっても良いし、図１３や
図１７（Ａ）及び（Ｂ）に示すような同一形状のＲＧＢ副画素からなり、副画素内の強度
ばらつきが大きいものや、副画素内の強度ばらつきが小さく、最も強度の高いＧ副画素（
チャネル）だけ考慮すればよいものであっても良いし、特に、スマートフォンやタブレッ
ト等のような強度の高いディスプレイ等であっても良い。
【００５６】
　図１５（Ａ）は、それぞれ本発明の導電性フィルムが適用される表示ユニットの画素配
列パターンの一例を模式的に表す概略説明図及びその一部の部分拡大図である。
　図１５（Ａ）に示すように、表示ユニット３０ａには、複数の画素３２がマトリクス状
に配列されて所定の画素配列パターンが構成されている。図１５（Ａ）に示すように、１
つの画素３２は、３つの副画素（赤色副画素３２ｒ、緑色副画素３２ｇ及び青色副画素３
２ｂ）が水平方向に配列されて構成されている。
　本発明においては、表示ユニットの画素配列パターンが、１画素内の複数、図示例では
３つの副画素の内の少なくとも２つの副画素が異なる形状を有しているか、１画素内の複
数（３つ）の副画素の内の少なくとも２つについて各副画素の配列によって形成される副
画素配列パターンの周期が異なるか、１画素内の複数（３つ）の副画素が１つの方向に一
列に並んでいないか、３つの条件のいずれかを満たす必要がある。なお、本発明において
は、副画素配列パターンの周期、すなわち、副画素（カラーフィルタ）の周期には、一画
素内の副画素の周期も含まれる。
【００５７】
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　図１５（Ｂ）示す例においては、副画素３２ｒは、図中ｙ（垂直）方向に縦長とされた
菱形形状とされて、正方形の画素３２の図中左側に配置されており、副画素３２ｇは、円
形状とされて、画素３２の図中右下側に配置されており、副画素３２ｂは、矩形状（正方
形状）とされて、画素３２の図中右上側に配置されている。図１５（Ａ）及び（Ｂ）に示
す表示ユニット３０は、その画素配列パターン３８が１画素内の３つの副画素３２ｒ、３
２ｇ及び３２ｂの形が異なり、強度が異なる場合に相当し、かつ１画素内の複数（３つ）
の副画素が１つの方向に一列をなさない場合に相当する。
　図示例では、画素３２の水平方向の配列ピッチ（水平画素ピッチＰｈ）と画素３２の垂
直方向の配列ピッチ（垂直画素ピッチＰｖ）は略同じとされており、画素ピッチＰｄで表
すことができる。即ち、１つの画素３２の３つの副画素３２ｒ、３２ｇ及び３２ｂからな
る領域と、これらの副画素３２ｒ、３２ｇ及び３２ｂを囲むブラックマトリクス（ＢＭ）
３４（パターン材）にて構成される画素域領域３６は正方形となっている。なお、画素域
領域３６は、１つの画素３２に対応するものであるので、以下では、画素域領域３６を画
素ともいう。
　なお、画素ピッチＰｄ（水平及び垂直画素ピッチＰｈ、Ｐｖ）は、表示ユニット３０の
解像度に応じたピッチであれば、如何なるピッチでも良く、例えば、８４μｍ～２６４μ
ｍの範囲内のピッチを挙げることができる。
【００５８】
　なお、図示例では、１つの画素内の副画素３２ｒ、３２ｇ、３２ｂの形状は、それぞれ
菱形、円形、正方形であるが、本発明はこれに限定されず、図１３（Ａ）に示すような同
じ形の３つの副画素が図中水平方向に一列に並んだ１つの画素３２が図中水平方向及び垂
直方向に繰り返され、副画素（カラーフィルタ）の周期及び強度がＲＧＢの３つの副画素
で全て同じになる画素配列パターン３８を持つものであっても良い。
　又は、図１６（Ａ）～（Ｃ）に示すピンタイル構造と呼ばれる開口形状の副画素（カラ
ーフィルタ）３２ｒ、３２ｇ、３２ｂであっても良く、これらの副画素３２ｒ、３２ｇ、
３２ｂからなる画素配列パターンを持つものであっても良い。
【００５９】
　図１６（Ａ）に示すように、画素３２の３つの副画素３２ｒ、３２ｇ、３２ｂの形が異
なって（形状は長方形であるが、大きさが異なって）いても良い。この場合は、強度が異
なる場合に相当する。なお、この場合には、副画素の周期は同一であると言える。
　即ち、図１６（Ａ）に示す例では、このような形が異なる３つの副画素３２ｒ、３２ｇ
、３２ｂを１画素として画素配列パターン３８ａが形成され、３つの副画素３２ｒ、３２
ｇ、３２ｂのそれぞれの副画素配列パターンの周期は、いずれも画素配列パターン３８ａ
の周期と同じになる。
　なお、本発明においては、副画素の形が異なるとは、副画素の形状が異なる場合のみな
らず、副画素の大きさが異なる場合も含まれるものと定義される。
【００６０】
　また、図１６（Ｂ）に示すように、３つの副画素３２ｒ、３２ｇ、３２ｂの形が同じで
あっても、副画素３２ｇと、副画素３２ｒ、３２ｂとの繰り返し周期（副画素配列パター
ンの周期）は異なっていても良い。この例では、副画素３２ｇの周期は、副画素３２ｒ、
３２ｂの周期の半分である。なお、この場合には、副画素の強度は同一であると言える。
　即ち、図１６（Ｂ）に示す例では、２つの副画素３２ｇと、副画素３２ｒ、３２ｂとの
４つの副画素を１画素３２として画素配列パターン３８ｂが形成され、副画素３２ｒ、３
２ｂのそれぞれの副画素配列パターンの周期は、いずれも画素配列パターン３８ａの周期
と同じになるが、副画素３２ｇの副画素配列パターンの周期は、画素配列パターン３８ａ
の周期の半分となる。
【００６１】
　さらに、図１６（Ｃ）に示すように、副画素３２ｇと、副画素３２ｒ、３２ｂとは、繰
り返し周期（副画素パターンの周期）も、形（形状も大きさも）も異なっていても良い。
この場合は、副画素の周期も、強度も異なる場合に相当する。
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　即ち、図１６（Ｃ）に示す例では、図１６（Ｃ）に示す例と同様に、２つの副画素３２
ｇと、副画素３２ｒ、３２ｂとの４つの副画素を１画素３２として画素配列パターン３８
ｃが形成され、副画素３２ｒ、３２ｂのそれぞれの副画素配列パターンの周期は、いずれ
も画素配列パターン３８ａの周期と同じになるが、副画素３２ｇの副画素配列パターンの
周期は、画素配列パターン３８ａの周期の半分となる。
【００６２】
　また、図１７（Ａ）は、ＧＢＲ副画素内の強度ばらつきが大きい同一形状のＲＧＢ副画
素からなる画素のＢＭ構造を示し、図１７（Ｂ）は、ＧＢＲ副画素内の強度ばらつきが小
さい同一形状のＲＧＢ副画素からなる画素のＢＭ構造を示し、最も強度の高いＧ副画素だ
け考慮すれば導電性フィルムの配線パターンの設計が可能なものである。
　なお、本発明に用いることのできるディスプレイの２×２画素のＢＭの解像度及び強度
を図１８（Ａ１）～図１８（Ｈ２）に示す。図１８（Ａ１）～図１８（Ｈ２）に示す各Ｂ
Ｍは、それぞれ、解像度、形状、及び強度（明度）のいずれかが異なるものである。図１
８（Ａ１）～図１８（Ｈ２）においては、Ｇチャネル（Ｇ副画素）のみが示され、Ｂチャ
ネル（Ｂ副画素）及びＲチャネル（Ｒ副画素）は示されていないが、その解像度及び形状
は同一であるのは勿論である。本発明は、副画素の被服率により視認性が決定される為、
後述のように、副画素の強度、開口形状は問わないことは自明である。
　図１８（Ａ１）及び（Ａ２）は、共に、解像度が１４９ｄｐｉで、図中中心で左側に折
れ曲がった短冊形状の４つのＧ副画素を示し、基準となるディスプレイにおける強度で規
格化した場合の強度が、それぞれ、０．５及び１．０であることを示し、後述する実施例
において用いたＢＭＮｏ．１及び２のＢＭに相当する。
【００６３】
　図１８（Ｂ１）及び（Ｂ２）は、共に、解像度が２２２ｄｐｉで、図中縦に連続する帯
形状の４つのＧ副画素を示し、基準となるディスプレイにおける強度で規格化した場合の
強度が、それぞれ、０．５及び１．０であることを示し、後述する実施例において用いた
ＢＭＮｏ．３及び４のＢＭに相当する。
　図１８（Ｃ１）及び（Ｃ２）は、共に、解像度が２６５ｄｐｉで、図中横方向に並ぶ平
板形状の４つのＧ副画素を示し、基準となるディスプレイにおける強度で規格化した場合
の強度が、それぞれ、０．５及び１．０であることを示し、後述する実施例において用い
たＢＭＮｏ．５及び７のＢＭに相当する。
　図１８（Ｄ１）及び（Ｄ２）は、共に、解像度が２６５ｄｐｉで、図中縦方向に並ぶ細
い帯形状の４つのＧ副画素を示し、基準となるディスプレイにおける強度で規格化した場
合の強度が、それぞれ、０．５及び１．０であることを示し、後述する実施例において用
いたＢＭＮｏ．６及び８のＢＭに相当する。
【００６４】
　図１８（Ｅ１）及び（Ｅ２）は、共に、解像度が３２６ｄｐｉで、図中横方向に並ぶ矩
形状の４つのＧ副画素を示し、基準となるディスプレイにおける強度で規格化した場合の
強度が、それぞれ、０．５及び１．０であることを示し、後述する実施例において用いた
ＢＭＮｏ．９及び１０のＢＭに相当する。
　図１８（Ｆ１）及び（Ｆ２）は、共に、解像度が３８４ｄｐｉで、図中４角方向に並ぶ
小矩形状の４つのＧ副画素を示し、基準となるディスプレイにおける強度で規格化した場
合の強度が、それぞれ、０．５及び１．０であることを示し、後述する実施例において用
いたＢＭＮｏ．１１及び１３のＢＭに相当する。
　図１８（Ｇ１）及び（Ｇ２）は、共に、解像度が３８４ｄｐｉで、図中４辺方向に並ぶ
小三角形形状の４つのＧ副画素を示し、基準となるディスプレイにおける強度で規格化し
た場合の強度が、それぞれ、０．５及び１．０であることを示し、後述する実施例におい
て用いたＢＭＮｏ．１２及び１４のＢＭに相当する。
　図１８（Ｈ１）及び（Ｈ２）は、共に、解像度が４４０ｄｐｉで、図中縦方向に並ぶ矩
形状の４つのＧ副画素を示し、基準となるディスプレイにおける強度で規格化した場合の
強度が、それぞれ、０．５及び１．０であることを示し、後述する実施例において用いた
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ＢＭＮｏ．１５及び１６のＢＭに相当する。
【００６５】
　上述したＲＧＢの副画素配列パターンを定義するＢＭ３４によって構成されるＢＭパタ
ーン３８を有する表示ユニット３０の表示パネル上に、例えば、導電性フィルム１０、１
１又は１１Ａを配置する場合、その配線パターン２４は、ＲＧＢの副画素配列パターンを
含むＢＭ（画素配列）パターン３８の明度値に対してノイズ視認性の点で合成配線パター
ンとして最適化されたランダムメッシュパターンであるので、画素３２の配列周期や強度
と、導電性フィルム１０、１１又は１１Ａの金属細線１４の配線配列との間における空間
周波数の干渉が殆どなく、ノイズの発生が抑制されることになる。
【００６６】
　ところで、ノイズの最適化を行う際に用いられるディスプレイの画素配列パターンは、
厳密には、複数色、例えばＲＧＢの個々の副画素配列パターン、例えば、副画素の形状、
繰り返し周波数等によって規定されるので、ディスプレイの解像度に対して副画素の解像
度を正確に定義する必要があるが、本発明では、ディスプレイの画素配列パターンの光強
度、例えば明度値（明度画像データ）を用いる必要があるので、強度・周波数の観点で言
うと、どういう強度の副画素(単チャネルを示す)が、どういう配列をしているかが問題と
なるのみであるため、ＲＧＢを明確に分ける必要はない。したがって、ディスプレイに最
適な不規則（ランダム）メッシュパターンを設計するには、ノイズの定量値を求める際に
、ＲＧＢ単体点灯時の最悪値を利用すればよい。したがって、ディスプレイに最適なラン
ダムメッシュパターンを設計するには、ノイズの評価指標、即ち定量値を求める際に、Ｒ
ＧＢ単体点灯時の最悪値を利用すればよい。
【００６７】
　次に、本発明の導電性フィルムを組み込んだ表示装置について、図１４を参照しながら
説明する。図１４では、表示装置４０として、本発明の第２の実施の形態に係る導電性フ
ィルム１０を組み込んだ投影型静電容量方式のタッチパネルを代表例に挙げて説明するが
、本発明はこれに限定されないことは言うまでもない。
　図１４に示すように、表示装置４０は、カラー画像及び／又はモノクロ画像を表示可能
な表示ユニット３０（図１３参照）と、入力面４２（矢印Ｚ１方向側）からの接触位置を
検出するタッチパネル４４と、表示ユニット３０及びタッチパネル４４を収容する筐体４
６とを有する。筐体４６の一面（矢印Ｚ１方向側）に設けられた大きな開口部を介して、
ユーザは、タッチパネル４４にアクセス可能である。
【００６８】
　タッチパネル４４は、上記した導電性フィルム１０（図１及び図２参照）の他、導電性
フィルム１０の一面（矢印Ｚ１方向側）に積層されたカバー部材４８と、ケーブル５０を
介して導電性フィルム１０に電気的に接続されたフレキシブル基板５２と、フレキシブル
基板５２上に配置された検出制御部５４とを備える。
　表示ユニット３０の一面（矢印Ｚ１方向側）には、接着層５６を介して、導電性フィル
ム１０が接着されている。導電性フィルム１０は、他方の主面側（第２配線部１６ｂ側）
を表示ユニット３０に対向させて、表示画面上に配置されている。
【００６９】
　カバー部材４８は、導電性フィルム１０の一面を被覆することで、入力面４２としての
機能を発揮する。また、接触体５８（例えば、指やスタイラスペン）による直接的な接触
を防止することで、擦り傷の発生や、塵埃の付着等を抑止可能であり、導電性フィルム１
０の導電性を安定させることができる。
　カバー部材４８の材質は、例えば、ガラス、樹脂フィルムであってもよい。カバー部材
４８の一面（矢印Ｚ２方向側）を酸化珪素等でコートした状態で、導電性フィルム１０の
一面（矢印Ｚ１方向側）に密着させてもよい。また、擦れ等による損傷を防止するため、
導電性フィルム１０及びカバー部材４８を貼り合わせて構成してもよい。
　フレキシブル基板５２は、可撓性を備える電子基板である。本図示例では、筐体４６の
側面内壁に固定されているが、配設位置は種々変更してもよい。検出制御部５４は、導体
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である接触体５８を入力面４２に接触する（又は近づける）際、接触体５８と導電性フィ
ルム１０との間での静電容量の変化を捉えて、その接触位置（又は近接位置）を検出する
電子回路を構成する。
　本発明の導電性フィルムが適用される表示装置は、基本的に以上のように構成される。
【００７０】
　次に、本発明において、所定の強度（明度値）を持つ表示装置の画素配列（ＢＭ）パタ
ーンに対する導電性フィルムの配線パターンのノイズの視認性について説明する。
　上述したように、本発明の導電性フィルムは、そのランダムメッシュパターンが、ディ
スプレイのＢＭパターンに重畳されているとき、ディスプレイの１以上の副画素を縦断す
る、ランダムメッシュパターンを構成する１以上の金属細線からなる連続する１本の線分
の長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）が、それぞれｘ軸及びｙ軸とするｘｙ２次元座標上
において、下記式（２）で表される線以下の領域、即ちこの線とｘ軸とで囲まれる領域内
に入る必要がある。
　　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．７、
　　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．００５９５ｘ＋７．７
　　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．００４７６ｘ＋７．４
　　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２１４３ｘ＋１３．７
　　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．９　　　　　　　　　　　…（２）
【００７１】
　なお、本発明において、上記のように限定する理由は、以下の点が技術的な法則と言え
ることを本発明者が知見したからである。
　即ち、図２０（Ａ）～（Ｃ）に示すように、ランダムメッシュパターンの金属細線１４
の上記１本の線分がディスプレイのＧ色の副画素３２ｇの１つ以上、図示例では３つの副
画素３２の長手方向に沿って縦断している場合、１本の線分とみなせる金属細線１４の長
さが長いので、その線幅がある程度以上あれば金属細線１４がノイズとして視認されるが
、線幅が細ければ、金属細線１４の長さが長くても、ノイズとして視認されることない点
、
　逆に、図２０（Ｄ）に示す上側２つの副画素のように、１つの副画素を横断したり、斜
めに部分的に横切ったりしている場合には、金属細線１４の長さが短いので、用いられる
線幅には上限があり、ある程度以上は広くならないので、金属細線１４がノイズとして視
認されないが、線幅が細ければ、金属細線１４の長さが長くても、ノイズとして視認され
ることない点、
　また、図２０（Ｄ）に示す下側１つの副画素のように、１つの副画素を長手方向に縦断
する場合には、線幅によっては、金属細線１４がノイズとして視認される点。
【００７２】
　また、その上で、更に、以下のことを本発明者が知見したからである。
　１本の線分とみなせる金属細線１４の長さを、長手方向に沿って縦断する１以上の副画
素の合計長さＬ（μｍ）として定義すれば良いこと、
　また、副画素に対する線幅の大きさを、縦断する１本の線分とみなせる金属細線１４が
１以上の副画素を被覆する被覆率Ｃ（％）として定義すれば良いこと、
　また、このように定義した上で、長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）に制約条件を付け
ることにより、ディスプレイのＢＭパターンに重畳しても、ノイズが視認されないランダ
ムメッシュパターンを持つ導電性フィルムとすることができること。
【００７３】
　そこで、本発明者は、長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）と、ノイズの視認性について
のシミュレーション実験を行い、ディスプレイのＢＭパターンに重畳しても、ノイズが視
認されないランダムメッシュパターンを持つ導電性フィルムに必要な長さＬ（μｍ）及び
被覆率Ｃ（％）の条件として、上記式（２）によって規定される領域（範囲）を見出した
のである。
　以上から、本発明において、導電性フィルムのランダムメッシュパターンの１本の線分
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の長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）の範囲を上記式（２）によって規定される範囲に限
定する理由は、上記式（２）によって規定される範囲内にあれば、ディスプレイのＢＭパ
ターンに重畳されても、ノイズが視認されることが無く、視認性の劣化が認められないか
らである。
【００７４】
　なお、この領域は、上述したように、ｘｙ２次元座標において、６つの座標（８４、６
．７）、座標（１６８、６．７）、座標（２５２、６．２）、座標（３７８、５．６）、
座標（５０４、２．９）、及び座標（７５６、２．９）を結ぶ線以下の領域、及び１本の
線分の長さＬが８４μｍ以下で被覆率Ｃが６．７％以下の領域として、２次元座標上にお
いても規定することができる。
【００７５】
　ここで、１以上の金属細線からなる連続する１本の線分とは、ランダムメッシュパター
ンを構成する１以上の金属細線がディスプレイの副画素の長手方向に延びる１本と見做せ
る連続する１本の線分であり、１本の線分の長さＬ（μｍ）とは、１本の線分が長手方向
に配列された１以上の副画素を長手方向に縦断している場合に、１本の線分が縦断してい
る１以上の縦断副画素の長手方向の合計長さである。
　なお、ここでは、「１本と見做せる連続する1本の線分」とは、メッシュ状に形成され
た開口形状を形成する１辺の直線又は曲線に対応するものであっても良いし、複数のメッ
シュの開口形状を形成する各１辺が連続して１本に繋がっている直線又は曲線に対応する
ものであっても良い。また、「縦断副画素」とは、「１本と見做せる連続する1本の線分
」によって、縦断されている副画素のことをいう。また、１本の線分の合計長さＬ（μｍ
）は、１本の線分が縦断している１以上の縦断副画素の長さのみを合計した長さで表す。
即ち、副画素の長さが同じである場合には、１本の線分が縦断している副画素の数をｎと
し、副画素の長さをＬｐとする場合、Ｌ＝ｎ×Ｌｐで表すことができる。
【００７６】
　なお、図２０（Ａ）～（Ｃ）に示す例では、金属細線の１４の１本の線分は、長手方向
の配列される３つのＧ色の副画素を長手方向に沿って縦断しているが、本発明ではこれに
限定されず、１以上の副画素を長手方向に沿って縦断するものであっても良いし、他の色
、例えばＲ色、又はＢ色の１以上の副画素を長手方向に沿って縦断するものであっても良
い。
　また、図２０（Ａ）～（Ｃ）に示す例では、金属細線の１４の１本の線分は、連続する
直線、又は滑らかに連続する曲線からなる線分であるが、本発明ではこれに限定されず、
１以上の副画素を長手方向に沿って縦断している連続した線分と見做すことができれば、
どのように湾曲、又は屈曲していても良い。このような１本の線分の湾曲部の湾曲角度、
及び屈曲部の屈曲角度は、１本の線分が連続した線分と見做せれば、特に制限的ではない
が、例えば、１５°以下とすることが好ましい。ここで、屈曲角度は、屈曲部の構成する
２つの線分の成す角の外角として定義され、湾曲角度は、湾曲部における２つの接線が湾
曲部を包絡する側になす角の外角として定義される。
【００７７】
　また、被覆率Ｃ（％）は、１本の線分が縦断している１以上の副画素を被覆している割
合（百分率）を表わす。即ち、被覆率Ｃ（％）は、上述したように、１本の線分が縦断す
る１以上の縦断副画素の合計面積をＳとし、かつ１以上の縦断副画素内において１本の線
分が占める面積の合計を線幅面積ＳＬとする場合、下記式（１）で表される。
　　Ｃ＝１００×ＳＬ／Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
　ここで、縦断副画素の合計面積Ｓは、１本の線分が縦断している１以上の縦断副画素の
各画素の合計面積を言う。したがって、副画素のサイズが同じである場合には、１本の線
分が縦断している副画素の数をｎとし、副画素の面積をＳｐとする場合、Ｓ＝ｎ×Ｓｐで
表すことができる。
　また、１本の線分の線幅面積ＳＬは、１本の線分が縦断している１以上の縦断副画素の
各画素内のみにおいて１本の線分が占有する面積の合計を言う。したがって、１本の線分
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の線幅をｗとし、副画素の長さが同じＬｐである場合、ＳＬ＝ｎ×ｗ×Ｌｐで表すことが
できる。
　したがって、このような場合には、上記式（１）は、下記式のように表すことができる
。
　　Ｃ＝１００×ＳＬ／Ｓ＝１００×ｎ×ｗ×Ｌｐ／（ｎ×Ｓｐ）
　　　＝１００×ｗ×Ｌｐ／Ｓｐ
　なお、被覆率Ｃは、１本の線分が副画素を透過する光を遮蔽する割合ということができ
るので、被覆率Ｃの代わりに、その逆に、副画素全体を透過する光に対する１本の線分に
よって遮蔽された副画素を透過する光の割合を表わす透過率Ｔ（％）を用いることもでき
る。なお、被覆率Ｃと透過率Ｔとの関係は下記式のように表すことができる。
　Ｔ＝１００×（Ｓ－ＳＬ）／Ｓ＝（１００－Ｃ）
【００７８】
　以下に、本発明において行ったノイズの視認性についてのシミュレーション実験につい
て説明する。
　本発明においては、以下のように実験を行った。
　図２１（Ａ）及び（Ｂ）に示すＧ副画素配列パターンで代表的に表される、異なる副画
素形状を持つ２種類のディスプレイの画素配列（ＢＭ）パターン３８に対して、図２に示
すボロノイ多角形からなるランダムなメッシュパターン形状を持つ配線パターン（ランダ
ムメッシュパターン２５ａ）２４について、シミュレーションサンプルで、その配線パタ
ーン２４と各色のＢＭパターン３８とを重畳し、３名の官能評価者が、ノイズのシミュレ
ーション画像において重畳された両者の干渉によって生じるノイズを目視で官能評価した
。
　その結果を表１～表３に示す。
【００７９】
　ここで、ノイズの評価は、図２１（Ａ）及び（Ｂ）に示す画素配列（ＢＭ）パターンの
各色の副画素配列パターンの明度画像データ上に配線パターン２４の透過率データを重畳
して、明度画像上に透過率画像が重畳されたノイズのシミュレーション画像を作成してデ
ィスプレイに表示し、表示されたシミュレーション画像を３名の官能評価者が目視して官
能評価を行った。
　ここで、官能評価結果は、１～５の５段階の劣化尺度で行い、ノイズの視認性の劣化が
認められ、非常に気になる場合は、１と評価し、ノイズの視認性の劣化が認められ、気に
なる場合は、２と評価し、ノイズの視認性の劣化が認められ、僅かに気になる場合は、３
と評価し、ノイズの視認性の劣化が認められるが、気にならない場合は、４と評価し、ノ
イズの視認性の劣化が認められない場合は、５と評価した。
　ノイズの視認性としては、劣化尺度４であれば合格であるが、評価５であるのがより好
ましい。
【００８０】
　本シミュレーション実験においては、ディスプレイのＢＭパターン３８は、図２１（Ａ
）及び（Ｂ）に示すＢＭ構造が異なる２種のＢＭパターンを用い、チャネルの色は、Ｇ色
とし、画素サイズは、１２８μｍ、２５４μｍ、及び８４μｍの３種とし、異なる色の副
画素間の間隔（水平間隔）は、９μｍ、１８μｍ、及び８μｍの３種とし、同色の上下の
副画素間の間隔（垂直間隔）は、２７μｍ、５４μｍ、及び２０μｍの３種とし、副画素
の構造は、共に、長手方向は垂直方向で、図２１（Ａ）に示す屈曲構造で水平に対する傾
斜角度８０°の場合と、図２１（Ｂ）に示す長方形構造で水平に対する角度９０°の場合
との２種類とした。
　一方、ランダムメッシュパターン２５ａの線幅は、１μｍと、３μｍとを用いた。
　また、ランダムメッシュパターン２５ａを構成する金属細線１４の１本の線分の長さＬ
（μｍ）は、２種のＢＭパターンの副画素のサイズに応じた離散的な値である０μｍ、８
４μｍ、１６８μｍ、２５２μｍ、３７８μｍ、５０４μｍ、及び７５６μｍの７種類と
した。
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【表１】

【００８２】
　本シミュレーション実験においては、ディスプレイのＢＭパターン３８は、図２１（Ａ
）及び（Ｂ）に示すＢＭ構造が異なる２種のＢＭパターンを用い、チャネルの色は、Ｇ色
とし、画素サイズは、１２８μｍ、２５４μｍ、及び８４μｍの３種とし、異なる色の副
画素間の間隔（水平間隔）は、９μｍ、１８μｍ、及び８μｍの３種とし、同色の上下の
副画素間の間隔（垂直間隔）は、２７μｍ、５４μｍ、及び２０μｍの３種とし、副画素
の構造は、共に、長手方向は垂直方向で、図２１（Ａ）に示す屈曲構造で水平に対する傾
斜角度８０°の場合と、図２１（Ｂ）に示す長方形構造で水平に対する角度９０°の場合
との２種類とした。
　一方、ランダムメッシュパターン２５ａの線幅は、１μｍと、３μｍとを用いた。
　また、ランダムメッシュパターン２５ａのメッシュの向きでは、０°は、メッシュがｘ
軸に平行に被覆する場合と、９０°は、メッシュがｙ軸に平行に被覆する場合の２種類と
した。
　また、ランダムメッシュパターン２５ａを構成する金属細線１４の１本の線分の長さＬ
（μｍ）は、２種のＢＭパターンの副画素のサイズに応じた離散的な値である０μｍ、８
４μｍ、１６８μｍ、２５２μｍ、３７８μｍ、５０４μｍ、及び７５６μｍの７種類と
した。
【００８３】
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【００８４】
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【表３】

【００８５】
　表１～表３に示すシミュレーション実験結果について、ランダムメッシュパターン２５
ａを構成する金属細線１４の１本の線分の長さＬ（μｍ）、被覆率Ｃ（％）、及び劣化尺
度を３次元座標にプロットした３次元（立体）グラフを図２２に示す。
　この図２２に示す立体グラフにおいて、劣化尺度４以上となる１本の線分の長さＬ（μ
ｍ）、及び被覆率Ｃ（％）の点を本発明範囲に入る点とした。
　また、表１～表３に示すシミュレーション実験結果について、ランダムメッシュパター
ン２５ａを構成する金属細線１４の１本の線分の長さＬ（μｍ）をｘ軸（横軸）とし、被
覆率Ｃ（％）をｙ軸（縦軸）とするｘｙ２次元座標において、０μｍ、８４μｍ、１６８
μｍ、２５２μｍ、３７８μｍ、５０４μｍ、及び７５６μｍの７種類の長さＬ（μｍ）
毎に、被覆率Ｃ（％）をプロットしたグラフを図２３に示す。
　図２３において、長さＬ（μｍ）毎に、被覆率Ｃ（％）をプロットする際に、劣化尺度
が５となる被覆率Ｃ（％）の点を星印（＊）とし、劣化尺度が４以下となる被覆率Ｃ（％
）の点を黒丸（●）とした。
　なお、図２３において、四角で囲まれた範囲は、各長さＬにおいて、黒丸（●）から星
印（＊）に変化する領域を示す。
【００８６】
　まず、図２３において、各長さＬについて、四角で囲まれた領域において、劣化尺度が
４である黒丸（●）の内、被覆率Ｃ（％）が最大となる点を被覆率Ｃ（％）の最大値とし
て求めた。なお、劣化尺度が４は合格である。
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　その結果を表４に最大値として示す。
　こうして得られた長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）の最大値からなる６点を座標点ａ
、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、及びｆとして、長さＬ（μｍ）をｘ軸とし、被覆率Ｃ（％）をｙ軸と
するｘｙ２次元座標上にプロットし、座標点ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、及びｆの隣接する座標
点間を直線状の実線で結んだグラフを図１９に示す。
　図１９に示す実線の折れ線グラフは、表５に示す数式として求められる。こうして求ま
られた表５に示す数式が、上記式（２）を与える。
　以上から、長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）の本発明の範囲を求めることができる。
こうして求められた本発明の範囲は、劣化尺度が４以上であり、長さＬ（μｍ）及び被覆
率Ｃ（％）が本発明の範囲に入る導電性フィルムのランダムメッシュパターンは、ディス
プレイのＢＭパターンに重畳しても、ノイズの視認性の劣化が認められない、もしくは、
ノイズの視認性の劣化が認められるが、気にならない良好な視認性を示す。
　本発明の具体的な範囲は、長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）をｘｙ座標とする場合、
表４に最大値として示される領域として上述しているので、ここでは説明を省略する。
【００８７】
【表４】

【００８８】
【表５】

【００８９】
　次に、図２３において、各長さＬについて、四角で囲まれた領域において、劣化尺度が
４である黒丸（●）の内の被覆率Ｃ（％）が最大となる点と、劣化尺度が５である星印（
＊）の内の被覆率Ｃ（％）が最小となる点との中点を被覆率Ｃ（％）の中点として求めた
。
　その結果を表４に中点として示す。
　こうして得られた長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）の中点からなる６点を座標点ａ、
ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、及びｆとして、図１９に示すｘｙ２次元座標上にプロットして、座標点
ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、及びｆの隣接する座標点間を直線状の破線（点線）で結んだグラフ
を得ることができる。
　図１９に示す破線（点線）の折れ線グラフは、表６に示す数式として求められる。
　表６に示す数式によって規定される領域（範囲）は、図１９に示す実線の折れ線グラフ
、表５に示す数式、又は上記式（２）によって規定される本発明の範囲より、劣化尺度が
５に近くて、より高いので、本発明のより好ましい範囲ということができる。
【００９０】
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　即ち、表６に示す数式によって規定される領域（範囲）は、下記式（３）によって規定
される範囲である。
　したがって、ランダムメッシュパターンは、ｘｙ２次元座標において、下記式（３）で
表される線以下の領域内に含まれる１本の線分からなる１以上の金属細線によって構成さ
れることがより好ましい。
　　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．６、
　　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．００８３３ｘ＋８．０
　　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．００２７８ｘ＋６．６
　　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２４２１ｘ＋１４．７
　　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．５　　　　　　　　　　　…（３）
【００９１】
【表６】

【００９２】
　なお、この領域は、表４に中点として示されるように、ｘｙ２次元座標において、６つ
の座標（８４、６．６）、座標（１６８、６．６）、座標（２５２、５．９）、座標（３
７８、５．５５）、座標（５０４、２．５）、及び座標（７５６、２．５）を結ぶ線以下
の領域、及び１本の線分の長さＬが８４μｍ以下で被覆率Ｃが６．６％以下の領域として
、２次元座標上においても規定することができる。
　また、上記式（３）、及び図１９に示す点線の折れ線グラフの代わりに、上記の６つの
座標から最小二乗法によって近似式ｙ＝８．４３ｅ－０．００２ｘ、及び図２４に示す曲
線で表しても良い。この場合、決定係数Ｒ２は、０．８１７９となる。
【００９３】
　また、図２３において、各長さＬについて、四角で囲まれた領域において、劣化尺度が
５である星印（＊）の内、被覆率Ｃ（％）が最小となる点を被覆率Ｃ（％）の最小値とし
て求めた。
　その結果を表４に最小値として示す。
　こうして得られた長さＬ（μｍ）及び被覆率Ｃ（％）の最小値からなる６点を座標点ａ
、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、及びｆとして、図１９に示すｘｙ２次元座標上にプロットして、座標
点ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、及びｆの隣接する座標点間を直線状の一点鎖線で結んだグラフを
得ることができる。
　図１９に示す一点鎖線の折れ線グラフは、表７に示す数式として求められる。
　表７に示す数式によって規定される領域（範囲）、即ち図１９に示す一点鎖線の折れ線
グラフによって規定される領域（範囲）は、図１９に示す線の折れ線グラフ、又は上記式
（３）によって規定される本発明の範囲より、劣化尺度が更に５に近くて、より高いので
、本発明の更により好ましい範囲ということができる。
【００９４】
　即ち、表７に示す数式によって規定される領域（範囲）は、下記式（４）によって規定
される範囲である。
　したがって、ランダムメッシュパターンは、ｘｙ２次元座標において、下記式（４）で
表される線以下の領域内に含まれる１本の線分からなる１以上の金属細線によって構成さ
れることがより好ましい。
　０＜ｘ≦１６８の場合、　　ｙ＝６．５、
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　１６８＜ｘ≦２５２の場合、ｙ＝－０．０１０７１ｘ＋８．３
　２５２＜ｘ≦３７８の場合、ｙ＝－０．０００７９ｘ＋５．８
　３７８＜ｘ≦５０４の場合、ｙ＝－０．０２６９８ｘ＋１５．７
　５０４＜ｘ≦７５６の場合、ｙ＝２．１　　　　　　　　　　　…（４）
【００９５】
【表７】

【００９６】
　なお、この領域、即ち、図１９に示す一点鎖線の折れ線グラフによって規定される領域
（範囲）は、表４に最小値として示されるように、ｘｙ２次元座標において、６つの座標
（８４、６．５）、座標（１６８、６．５）、座標（２５２、５．６）、座標（３７８、
５．５）、座標（５０４、２．１）、及び座標（７５６、２．１）を結ぶ線以下の領域、
及び１本の線分の長さＬが８４μｍ以下で被覆率Ｃが６．５％以下の領域として、２次元
座標上においても規定することができる。
　したがって、ランダムメッシュパターンは、ｘｙ２次元座標において、上記座標で規定
される領域内に含まれる１本の線分からなる１以上の金属細線によって構成されることが
更により好ましい。
【００９７】
　上述した例では、表１～表４に示すように、上述の１本の線分の長さＬ（μｍ）として
、８４μｍ、１６８μｍ、２５２μｍ、３７８μｍ、５０４μｍ、及び７５６μｍの６種
類の代表長さを用いているが、これらの長さは、特に制限的ではなく、どのような長さを
選ぶことができるが、ディスプレイのＢＭパターンの副画素の長手方向の長さに依存する
ので、副画素の長手方向の長さに応じたものとするのが好ましい。また、上述した例では
、１本の線分の長さＬ（μｍ）の代表長さとして、６種類の代表長さを用いているが、本
発明は、特に制限的ではなく、何種類であっても良い。代表長さの数は、多い方が正確性
が上がるが、多すぎると時間がかかり煩雑となるので、精度や用途に応じて適宜選択すれ
ばよい
【００９８】
　また、上述の１本の線分の長さＬ（μｍ）の範囲も、特に制限的ではなく、どのような
長さの範囲も選ぶことができるが、本発明においては、図１９に示すように、本発明の範
囲を決める領域は、上述の１本の線分の長さＬが０μｍ超、７５６μｍ以下の領域である
ことが好ましい。ここで、１本の線分の長さＬが８４μｍ未満では、元々、ノイズとして
の視認性が低いので、ノイズの視認性判断の効率化のために、本発明の範囲を決める領域
は、１本の線分の長さＬが８４μｍ以上、７５６μｍ以下の領域であることがより好まし
い。
　また、ランダムメッシュパターンは、一方の方向及び一方の方向に垂直な方向に繰り返
される単位ランダムメッシュパターンから構成され、１本の線分は、単位ランダムメッシ
ュパターン毎に繰り返される繰り返し模様であることが好ましい。
　また、繰り返し模様は、単位ランダムメッシュパターンデータの繰り返しにより、周期
的に繰り返される直線模様であることが好ましい。
【００９９】
　以上に、本発明に係る導電性フィルム、それを備える表示装置及び導電性フィルムのパ
ターンの評価方法について種々の実施形態及び実施例を挙げて説明したが、本発明は、上
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設計の変更を行っても良いことはもちろんである。
【符号の説明】
【０１００】
１０、１１、１１Ａ、１１Ｂ　導電性フィルム
１２　透明支持体
１４　金属製の細線（金属細線）
１６、１６ａ、１６ｂ　配線部
１８、１８ａ、１８ｂ　接着層
２０、２０ａ、２０ｂ　保護層
２１　メッシュ状配線
２２　開口部
２３ａ　電極部
２３ｂ　ダミー電極部（非電極部）
２４　配線パターン（合成配線パターン、単層配線パターン）
２４ａ　第１（上側）の配線パターン
２４ｂ　第２（下側）の配線パターン
２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄ、２５ｅ　ランダムメッシュパターン
２６　ダミー電極部
２７　規則的な定型パターン
２８、２８ａ、２８ｂ　配線層
３０　表示ユニット
３２、３２ｒ、３２ｇ、３２ｂ　画素
３４　ブラックマトリクス（ＢＭ）
３８　ＢＭパターン
４０　表示装置
４４　タッチパネル
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